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(57)【要約】
【課題】電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が
発生した場合においても、動作を停止することができる
電動作業機および作業機管理システムを提供する。
【解決手段】作業機管理システム１は、管理装置３１か
ら電動作業機１１に対して、モータ許可信号Ｓａおよび
モータ禁止信号Ｓｂが送信されるように構成されている
。制御部２３は、バッテリパック１３からモータ２１へ
の電力供給実行時に、信号制御処理の実行により管理装
置３１からモータ禁止信号Ｓｂが受信された場合（Ｓ１
５０で肯定判定）には、モータ禁止フラグをセット状態
に設定し（Ｓ１６０）、モータ２１への電力供給を停止
する（Ｓ１９０で肯定判定されてＳ２００に移行）。電
動作業機１１は、管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓ
ｂを受信することで、この電動作業機１１を使用する作
業者の意図とは別の外的要因によって、電動作業機１１
の動作を停止することができる。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータと、
　前記モータへ電力を供給する電力供給部と、
　前記電力供給部から前記モータへの電力供給状態を制御するためのモータ制御処理を行
う制御部と、
　を備える電動作業機であって、
　外部機器との間で信号の送受信を行うための信号制御処理を行い、少なくとも前記外部
機器からの停止指令信号を受信する信号処理部を備えており、
　前記制御部は、前記電力供給部から前記モータへの電力供給実行時に、前記信号処理部
にて前記停止指令信号が受信された場合には、前記モータへの電力供給を停止する、
　電動作業機。
【請求項２】
　前記制御部および前記信号処理部は、同一の演算処理装置で構成される、
　請求項１に記載の電動作業機。
【請求項３】
　前記モータ制御処理は、前記信号制御処理よりも、前記演算処理装置での処理割り込み
の優先順位が高く設定されている、
　請求項２に記載の電動作業機。
【請求項４】
　前記信号制御処理の実行頻度は、前記モータ制御処理に処理遅延が生じないように予め
定められた頻度許容値に設定されている、
　請求項２または請求項３に記載の電動作業機。
【請求項５】
　前記制御部および前記信号処理部は、それぞれ異なる演算処理装置で構成される、
　請求項１に記載の電動作業機。
【請求項６】
　前記信号処理部は、前記制御部に対して、前記停止指令信号の受信状態のみを通知する
ための専用通信経路を介して前記停止指令信号の受信状態を通知するように構成されてい
る、
　請求項５に記載の電動作業機。
【請求項７】
　前記信号処理部は、前記制御部に対して、前記専用通信経路とは別に、複数の情報を送
受信するための多重情報通信経路を介して接続されている、
　請求項６に記載の電動作業機。
【請求項８】
　前記制御部は、前記信号処理部が前記停止指令信号を受信して前記モータへの電力供給
を停止すると、その後、前記外部機器からの許可指令信号を前記信号処理部が受信するま
では、前記モータへの電力供給停止状態を維持するように構成されている、
　請求項１から請求項７のうちいずれか一項に記載の電動作業機。
【請求項９】
　前記モータは、ＤＣブラシレスモータである、
　請求項１から請求項８のうちいずれか一項に記載の電動作業機。
【請求項１０】
　前記信号処理部は、無線通信により前記停止指令信号を受信するように構成されている
、
　請求項１から請求項９のうちいずれか一項に記載の電動作業機。
【請求項１１】
　前記信号処理部は、有線通信により前記停止指令信号を受信するように構成されている
、
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　請求項１から請求項９のうちいずれか一項に記載の電動作業機。
【請求項１２】
　電動作業機と、管理装置と、を備える作業機管理システムであって、
　前記電動作業機は、請求項１から請求項１１のうちいずれか一項に記載の電動作業機で
あり、
　前記管理装置は、予め定められた緊急停止条件が成立した場合に前記電動作業機に対し
て停止指令信号を送信するように構成されている、
　作業機管理システム。
【請求項１３】
　前記電動作業機は複数備えられており、
　前記管理装置は、複数の前記電動作業機に対して前記停止指令信号を送信するように構
成されている、
　請求項１２に記載の作業機管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力供給部からモータへの電力供給状態を制御するためのモータ制御処理を
行う電動作業機に関するものであり、また、電動作業機と管理装置とを備える作業機管理
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータ、電力供給部、制御部を備えて、電力供給部からモータへの電力供給状態を制御
するためのモータ制御処理を行う電動作業機が知られている。
　そして、電動作業機としては、外部機器（管理装置など）からの動作許可信号を受信し
た場合にモータ駆動（モータへの通電）が許可され、動作許可信号を受信していない場合
にはモータ駆動が禁止される構成の電動作業機がある。一例としては、ねじ締め付けに用
いる電動作業機であって、電動作業機自身の姿勢（傾き状態）が許容範囲であるか否かを
判定する管理装置からの動作許可信号を受信する構成の電動作業機が挙げられる（特許文
献１）。
【０００３】
　この電動作業機および管理装置を備える作業機管理システムでは、電動作業機に備えら
れた姿勢センサの検出信号が管理装置に入力され、管理装置がその検出信号に基づいて電
動作業機の姿勢が許容範囲であるか否かを判定する。管理装置は、判定結果に応じて、姿
勢が許容範囲である場合には電動作業機に対して動作許可信号を送信し、姿勢が許容範囲
ではない場合には電動作業機に対する動作許可信号の送信を停止する。このとき、管理装
置は、電動作業機の姿勢がねじ締め付けに適した姿勢であるか否かを判定することで、電
動作業機の姿勢が許容範囲であるか否かを判定している。
【０００４】
　例えば、電動作業機が不適切な姿勢である状態でねじの締め付け動作が行われると、ね
じの焼き付きなどの問題が生じる可能性がある。これに対して、管理装置が、電動作業機
の姿勢が許容範囲であるか否かを判定し、判定結果に応じて動作許可信号を送信するか否
かを切り替えることで、電動作業機の姿勢が不適切である場合にはモータ駆動が禁止され
る。これにより、ねじが斜めに挿入された状態でのモータ駆動が禁止されるため、ねじの
焼き付きが生じることを抑制できる。
【０００５】
　つまり、電動作業機自身の状態が不適切となった場合に、電動作業機の動作を停止（モ
ータへの通電を停止）する技術は知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２０１０－０５８２１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記従来の電動作業機においては、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要
因が発生した場合に、電動作業機の動作を停止（モータへの通電を停止）することができ
ないという問題がある。
【０００８】
　例えば、製品製造工場などの製造ラインにおいて、上流工程で製品への不適切な処理が
行われた場合に、下流工程での電動作業機による処理が継続されると、不良品が生産され
てしまう。このような不良品の生産を抑制するためには、上流工程で製品への不適切な処
理が行われた場合には、下流工程での電動作業機による処理を速やかに停止することが望
ましい。
【０００９】
　しかし、下流工程の電動作業機は、自身が動作中である場合には、自身の状態が不適切
となった場合を除いて、その下流工程における一連の動作が完了するまで動作を継続する
よう構成されている。つまり、一旦、動作が開始されると一連の動作が完了するまでは、
電動作業機を停止できないという問題が生じる。
【００１０】
　そこで、本発明は、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生した場合におい
ても、動作を停止することができる電動作業機および作業機管理システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の１つの局面における電動作業機は、モータと、電力供給部と、制御部と、を備
えるとともに、信号処理部を備えている。
　電力供給部は、モータへ電力を供給し、制御部は、電力供給部からモータへの電力供給
状態を制御するためのモータ制御処理を行う。
【００１２】
　信号処理部は、外部機器との間で信号の送受信を行うための信号制御処理を行い、少な
くとも外部機器からの停止指令信号を受信する。
　制御部は、電力供給部からモータへの電力供給実行時に、信号処理部にて停止指令信号
が受信された場合には、モータへの電力供給を停止する。
【００１３】
　このような構成の電動作業機は、外部機器からの停止指令信号を受信することで、この
電動作業機を使用する作業者の意図とは別の外的要因によって、電動作業機の動作を停止
することができる。
【００１４】
　例えば、電動作業機でのモータ駆動を継続することで何らかの問題が生じると推測でき
る場合には、外部機器から電動作業機に対して停止指令信号を送信することで、強制的に
電動作業機を停止できるようになり、問題の発生を抑制できる。
【００１５】
　また、電動作業機が、製品製造工場の製造ラインで用いられる場合には、電動作業機を
使用する工程よりも上流側の工程で製品への不適切な処理が行われた場合に、その不適切
な処理を検出した外部機器（例えば、製造ラインの管理装置）が電動作業機に対して停止
指令信号を送信することで、不適切な処理が施された製品の製造が継続されるのを抑制で
きる。これにより、製品の製造時における不良品の発生頻度を低減できるとともに、製造
ラインで無駄な時間が費やされることを抑制できる。
【００１６】
　さらに、電動作業機が就労時間帯と休憩時間帯とが区別されている労働環境下で使用さ
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れる場合には、就労時間帯には電動作業機への停止指令信号の送信を停止し、休憩時間帯
には電動作業機に対して停止指令信号を送信することで、休憩時間帯における電動作業機
を用いた作業の実施を抑制できる。
【００１７】
　よって、この電動作業機によれば、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生
した場合においても、電動作業機に対して停止指令信号を送信することで、電動作業機の
動作（モータ駆動）を停止することができる。
【００１８】
　次に、上述の電動作業機においては、制御部および信号処理部は、同一の演算処理装置
で構成されてもよい。
　つまり、同一の演算処理装置が、モータ制御処理を実行することで制御部としての機能
を発揮するとともに、信号制御処理を実行することで信号処理部としての機能を発揮する
ように構成されていてもよい。
【００１９】
　１つの演算処理装置が制御部および信号処理部の両者として機能することで、各機能ご
とに演算処理装置を備える場合に比べて、電動作業機における演算処理装置（制御部およ
び信号処理部）の設置スペースの大型化を抑制でき、電動作業機の小型化を図ることがで
きる。
【００２０】
　次に、制御部および信号処理部が同一の演算処理装置で構成された上述の電動作業機に
おいては、モータ制御処理は、信号制御処理よりも、演算処理装置での処理割り込みの優
先順位が高く設定されていてもよい。
【００２１】
　同一の演算処理装置で複数の制御処理を実行する場合には、例えば、各制御処理に対し
て処理割り込みの優先順位を設定する構成を採ることができる。そして、このような構成
の電動作業機においては、複数の制御処理に対する実行要求が同時期に重複して発生した
場合には、優先順位の高い制御処理を優先して実行する。
【００２２】
　このように、各制御処理に対して処理割り込みの優先順位が設定される構成の電動作業
機においては、モータ制御処理が信号制御処理よりも処理割り込みの優先順位が高く設定
されていることで、モータ制御処理の実行中に信号制御処理の割り込みが生じても、モー
タ制御処理が優先的に実行される。
【００２３】
　これにより、この電動作業機によれば、演算制御装置が各制御処理を実行するにあたり
、モータ制御処理での処理遅延を抑制でき、モータ制御が不調となるのを抑制できる。
　次に、制御部および信号処理部が同一の演算処理装置で構成された上述の電動作業機に
おいては、信号制御処理の実行頻度は、モータ制御処理に処理遅延が生じないように予め
定められた頻度許容値に設定されてもよい。
【００２４】
　同一の演算処理装置で複数の制御処理を実行する場合には、例えば、各制御処理におけ
る実行頻度（実行周期）を設定しておき、それぞれの実行頻度に応じて複数の制御処理を
実行する構成を採ることができる。そして、このような構成の電動作業機においては、そ
れぞれに設定された実行頻度に応じて制御処理を実行することで、複数の制御処理を実行
することができる。
【００２５】
　このように、各制御処理に対して実行頻度が設定される構成の電動作業機においては、
信号制御処理の実行頻度が上記の頻度許容値に設定されることで、モータ制御処理および
信号制御処理をそれぞれ適切に実行できる。
【００２６】
　これにより、この電動作業機によれば、信号制御処理の実行に起因したモータ制御処理
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の処理遅延を抑制できるため、モータ制御が不調となるのを抑制できる。
　なお、頻度許容値は、演算処理装置の処理速度（処理性能）などによって変化する可能
性があるため、実際に、演算処理装置において信号制御処理およびモータ制御処理を実行
して、適切な値を設定するとよい。例えば、実際に、信号制御処理の実行頻度を任意に変
化させつつ、演算処理装置において信号制御処理およびモータ制御処理を実行して、モー
タ制御処理に処理遅延が生じない実行頻度とモータ制御処理に処理遅延が生じる実行頻度
との境界値を判定し、その判定結果に基づいて頻度許容値を設定することができる。この
場合、判定により得られた境界値よりも低い値を頻度許容値として設定することで、信号
制御処理の実行に起因してモータ制御処理に処理遅延が生じることを抑制できる。
【００２７】
　次に、上述の電動作業機においては、制御部および信号処理部は、それぞれ異なる演算
処理装置で構成されてもよい。
　つまり、制御部としての演算処理装置と、信号処理部としての演算処理装置と、が別々
に備えられることで、同一の演算処理装置の内部において異なる処理同士が互いに影響し
あって処理遅延が生じることを抑制でき、モータ制御処理および信号制御処理をそれぞれ
適切に実行できる。
【００２８】
　次に、制御部および信号処理部がそれぞれ異なる演算処理装置で構成された上述の電動
作業機においては、信号処理部は、制御部に対して、停止指令信号の受信状態のみを通知
するための専用通信経路を介して停止指令信号の受信状態を通知するように構成してもよ
い。
【００２９】
　例えば、複数の情報を１つの通信経路で送受信する多重情報通信経路では、他の情報の
送受信時における待ち時間が生じた場合など、停止指令信号の受信状態を通知するために
要する時間が長くなる場合がある。これに対して、専用通信経路を介して停止指令信号の
受信状態を通知することで、待ち時間を回避することができ、多重情報通信経路を用いる
場合に比べて情報送受信に要する時間を短縮できる。これにより、信号処理部が外部機器
から停止指令信号を受信した後、信号処理部から制御部に対して停止指令信号の受信状態
を迅速に送信でき、制御部は速やかにモータへの電力供給を停止できる。
【００３０】
　次に、制御部および信号処理部がそれぞれ異なる演算処理装置で構成された上述の電動
作業機においては、信号処理部は、制御部に対して、専用通信経路とは別に、複数の情報
を送受信するための多重情報通信経路を介して接続されてもよい。
【００３１】
　これにより、信号処理部および制御部は、多重情報通信経路を介して複数の情報を送受
信することで、停止指令信号の受信状態以外の情報についても互いに送受信することが可
能となる。
【００３２】
　つまり、この電動作業機においては、信号処理部が専用通信経路を介して停止指令信号
の受信状態を送信することで、制御部が速やかにモータへの電力供給を停止できるととも
に、多重情報通信経路を介して複数の情報を送受信することで、信号処理部および制御部
は、停止指令信号の受信状態以外の情報についても互いに送受信できる。
【００３３】
　次に、上述の電動作業機においては、制御部は、信号処理部が停止指令信号を受信して
モータへの電力供給を停止すると、その後、外部機器からの許可指令信号を信号処理部が
受信するまでは、モータへの電力供給停止状態を維持するように構成してもよい。
【００３４】
　つまり、モータへの電力供給を停止した後、電動作業機の使用者の意図に基づいてモー
タへの電力供給を許可するのではなく、外部機器の操作者（管理者）の意図に基づいてモ
ータへの電力供給を許可するように構成してもよい。
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【００３５】
　これにより、使用者の意図によりモータへの電力供給が再開されることがなくなり、管
理者の意図に基づいて電動作業機の停止状態を継続できる。
　次に、上述の電動作業機においては、モータは、ＤＣブラシレスモータで構成されてい
てもよい。
【００３６】
　電動作業機に備えられるモータとしては、様々な種類のモータを採用できるが、一例と
して、ＤＣブラシレスモータが挙げられる。
　なお、ＤＣブラシレスモータは、モータ制御処理において通電電流の切替制御を行う際
に処理の遅延が生じると、適切に駆動できなくなる場合がある。このようなＤＣブラシレ
スモータを備える電動作業機においては、例えば、上述のように、制御部と信号処理部と
を異なる演算処理装置で構成することで、制御部でのモータ制御処理に処理遅延が生じる
ことを抑制できる。また、ＤＣブラシレスモータを備える電動作業機において、例えば、
制御部と信号処理部とが同一の演算処理装置で構成される場合には、上述のように、処理
割り込みの優先順位に関して、モータ制御処理が信号制御処理よりも高い優先順位に設定
されていることで、モータ制御処理に処理遅延が生じることを抑制できる。
【００３７】
　次に、上述の電動作業機においては、信号処理部は、無線通信により停止指令信号を受
信する構成であってもよい。
　このような構成を採ることで、有線通信用のケーブルなどを電動作業機に接続する必要
が無くなり、電動作業機の使用時におけるケーブルの取り回し作業が不要となるため、電
動作業機の作業性が向上する。
【００３８】
　次に、上述の電動作業機においては、信号処理部は、有線通信により停止指令信号を受
信する構成であってもよい。
　このような構成を採ることで、無線通信により信号を送受信する場合に比べて妨害電波
などの影響による通信エラーの発生を低減でき、停止指令信号の通信精度を向上できる。
【００３９】
　次に、本発明の他の局面における作業機管理システムは、電動作業機と、管理装置と、
を備えており、電動作業機は、上述のうちいずれかの電動作業機であり、管理装置は、予
め定められた緊急停止条件が成立した場合に電動作業機に対して停止指令信号を送信する
ように構成されている。
【００４０】
　このような作業機管理システムは、上述のうちいずれかの電動作業機を備えることから
、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生した場合においても、管理装置が電
動作業機に対して停止指令信号を送信することで、電動作業機の動作（モータ駆動）を停
止することができる。
【００４１】
　なお、緊急停止条件としては、電動作業機の緊急停止が必要な状況が発生したことを判
定するための条件が設定される。例えば、管理者から管理装置に対して緊急停止指令が入
力された場合に緊急停止条件が成立したと判定してもよいし、作業機管理システムを構成
する装置のうちいずれかから管理装置に対して故障情報が送信された場合に緊急停止条件
が成立したと判定してもよい。
【００４２】
　上述の作業機管理システムにおいては、電動作業機は複数備えられてもよく、管理装置
は、複数の電動作業機に対して停止指令信号を送信するように構成されても良い。
　このような構成の作業機管理システムは、複数の電動作業機を使用する用途において、
電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生した場合においても、管理装置が複数
の電動作業機に対して停止指令信号を送信することで、複数の電動作業機の動作（モータ
駆動）を一斉に停止することができる。これにより、各電動作業機の使用者に対する通知
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を行うことなく、複数の電動作業機を強制的に停止することが可能となり、複数の電動作
業機におけるそれぞれの動作状態の管理が容易となる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の電動作業機および作業機管理システムによれば、電動作業機自身の状態とは無
関係な外的要因が発生した場合においても、電動作業機に対して停止指令信号を送信する
ことで、電動作業機の動作（モータ駆動）を停止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】電動作業機および管理装置を備える作業機管理システムの概略構成を表した説明
図である。
【図２】モータ制御処理の処理内容を表すフローチャートである。
【図３】第２電動作業機および管理装置を備える第２作業機管理システムの概略構成を表
した説明図である。
【図４】第３電動作業機および管理装置を備える第３作業機管理システムの概略構成を表
した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
　尚、本発明は、以下の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の形態を採り得ることはいうまでもない。
【００４６】
　［１．第１実施形態］
　［１－１．全体構成］
　本実施形態に係る作業機管理システム１について説明する。
【００４７】
　図１は、作業機管理システム１の概略構成を表した説明図である。
　作業機管理システム１は、電動作業機１１と、管理装置３１と、を備えて構成されてい
る。
【００４８】
　作業機管理システム１は、製品製造工場の製造ラインで用いられる電動作業機１１を管
理する用途に用いられる。本実施形態の電動作業機１１は、インパクトドライバ１１であ
り、製造ラインにおける複数の製造工程のうちネジ締め工程での作業に利用される。管理
装置３１は、製造ラインで利用される電動作業機や加工装置などの状態を管理するととも
に、製品の製造品質を管理するために備えられている。なお、管理装置３１は、電動作業
機１１や加工装置に対して動作禁止指令を送信することで、電動作業機１１や加工装置の
動作を停止することができる。
【００４９】
　電動作業機１１は、作業機本体１２と、バッテリパック１３と、を備えている。
　作業機本体１２は、モータ２１と、制御部２３と、表示部２４と、無線通信部２５と、
を備えている。
【００５０】
　また、作業機本体１２は、バッテリパック１３を着脱可能に構成されている。作業機本
体１２は、使用者がつかむためのハンドル部１４を備えており、ハンドル部１４の端部に
バッテリパック１３の装着部を備えている。
【００５１】
　作業機本体１２は、電動作業機１１の駆動源となるモータ２１を収納するモータ収納部
１６が設けられており、モータ収納部１６の先端側には、モータ２１の回転を作業機の先
端側へ伝達する伝達機構（図示略）が収納されている。そして、作業機本体１２の先端に
は、作業機要素の一例である図示しない工具ビット（例えばドライバビット）を装着する
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ためのスリーブ１７が突設されている。
【００５２】
　また、作業機本体１２におけるハンドル部１４の上端前方側には、モータ２１を回転駆
動させて電動作業機１１を動作させるためのトリガスイッチ１５（起動スイッチ１５）が
設けられている。トリガスイッチ１５は、電動作業機１１の使用者（操作者）がハンドル
部１４を握った状態で操作可能に構成されている。
【００５３】
　次に、バッテリパック１３は、所定の直流電圧を発生させる二次電池セルが直列に接続
されて構成されたバッテリ（図示略）を内蔵している。バッテリパック１３は、作業機本
体１２に装着されたときに作業機本体１２と電気的に接続される端子（正極端子、負極端
子など。図示略。）を備えている。
【００５４】
　バッテリパック１３は、作業機本体１２に装着された場合には、内蔵されたバッテリか
ら端子（正極端子、負極端子）を介してモータ２１へ駆動用電流を流すことで、作業機本
体１２に対してモータ駆動用電力を供給する。
【００５５】
　なお、バッテリパック１３に内蔵されたバッテリは、充放電可能な複数の二次電池セル
が直列接続された構成である。本実施形態のバッテリは、リチウムイオン二次電池である
。
【００５６】
　モータ２１は、ＤＣブラシレスモータを用いて構成されている。
　作業機本体１２の内部には、バッテリパック１３からの電力供給を受けて動作する制御
部２３が収納されている。制御部２３は、トリガスイッチ１５の操作量に応じてモータ２
１を回転させるモータ制御処理などの各種制御処理を実行する。
【００５７】
　制御部２３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた演算処理装置（マイクロ
コンピュータ（マイコン））を備えて構成されている。制御部２３は、トリガスイッチ１
５がオンされたことを検出すると、トリガスイッチ１５の操作量に応じた目標回転数でモ
ータ２１を回転させるべく、その目標回転数に応じたデューティ比にてスイッチ（図示省
略）をオン・オフしてモータ２１への駆動用電流を通電・遮断することで、モータ２１を
駆動する。
【００５８】
　なお、制御部２３は、トリガスイッチ１５が少しでも引き操作されたらすぐにモータ２
１の駆動を開始するのではなく、引き始めから所定量（わずかな量ではあるが）引き操作
されるまではモータ２１の駆動を開始しない。そして、トリガスイッチ１５の引き操作が
所定量を超えると、制御部２３は、モータ２１の駆動を開始し、その後、引き量に応じて
（例えば引き量に比例して）モータ２１の回転数（回転速度）が変動するように制御する
。そして、所定の位置まで引かれたところで（例えば完全に引き切ったところで）、制御
部２３は、モータ２１の回転数が予め設定された回転数上限値となるように制御する。
【００５９】
　表示部２４は、制御部２３から指令に基づき各種情報（電動作業機１１の動作状態、管
理装置３１からの指令状態など）を表示する。表示部２４は、例えば、文字や図柄などを
表できる液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や、各情報ごとに設けられた発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などを用いて構成することができる。
【００６０】
　無線通信部２５は、管理装置３１との間で無線通信を行うために備えられている。無線
通信部２５は、信号経路２７を介して制御部２３と接続されており、制御部２３からの指
令に応じて、管理装置３１（詳細には、無線通信部３３）に対する無線信号の送信や、管
理装置３１からの無線信号の受信を行う。
【００６１】



(10) JP 2017-87359 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

　制御部２３は、予め設定された制御プログラムに従い、所定の通信プロトコルに基づく
通信処理を実行することで、無線通信部２５を介して管理装置３１との間で各種情報の送
受信を行う。
【００６２】
　次に、管理装置３１は、作業機管理システム１を管理する管理者からの入力操作を受け
付けて、電動作業機１１に対して指令信号を送信するように構成されている。管理装置３
１は、例えば、情報処理端末装置（ノートパソコン、ダブレット端末装置など）で構成さ
れている。
【００６３】
　管理装置３１は、電動作業機１１との間で無線通信を行うための無線通信部３３と接続
されている。なお、管理装置３１は、ＵＳＢ接続端子（図示略）を備えており、他の機器
との間でＵＳＢケーブルを用いた有線通信も実行できるよう構成されている。
【００６４】
　管理装置３１は、使用者が操作入力するための操作部３１ａ、各種情報を表示するため
の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等を有する表示部３１ｂ、各種情報を記憶するための記憶
部３１ｃ、及び、各種制御処理を実行する演算処理装置（マイクロコンピュータ（マイコ
ン））を有する制御部３１ｄを備えている。
【００６５】
　制御部３１ｄは、操作部３１ａを介して管理者から入力される指令、若しくは、予め設
定された制御プログラムに従い、所定の通信プロトコルに基づく通信処理を実行すること
で、無線通信部３３を介して電動作業機１１との間で各種情報の送受信を行う。制御部３
１ｄは、例えば、電動作業機１１に対して各種情報（動作履歴等）を要求する信号を送信
することで、無線通信部３３を介して電動作業機１１における所望の情報を取得すること
ができる。また、制御部３１ｄは、例えば、電動作業機１１に対して指令信号（モータ禁
止信号Ｓｂ（停止指令信号）、モータ許可信号Ｓａ（許可指令信号））を送信することで
、電動作業機１１の動作状態を管理することができる。つまり、無線通信部３３は、管理
装置３１（詳細には、制御部３１ｄ）からの指令に応じて、電動作業機１１（詳細には、
無線通信部２５）に対する無線信号の送信や、電動作業機１１からの無線信号の受信を行
う。
【００６６】
　また、制御部３１ｄは、電動作業機１１から取得した各種情報を表示部３１ｂに表示す
る表示処理や、記憶部３１ｃに記憶する記憶処理などを実行する。
　管理装置３１は、予め定められた緊急停止条件が成立した場合に電動作業機１１に対し
てモータ禁止信号Ｓｂを送信するように構成されている。また、管理装置３１は、緊急停
止条件が成立していない場合に電動作業機１１に対してモータ許可信号Ｓａを送信するよ
うに構成されている。本実施形態の管理装置３１は、操作部３１ａを介して管理者から緊
急停止指令が入力された場合に、緊急停止条件が成立したと判定し、操作部３１ａを介し
て管理者から通常動作指令が入力された場合に、緊急停止条件が成立していないと判定す
る。
【００６７】
　［１－２．電動作業機での制御処理］
　次に、電動作業機１１（作業機本体１２）の制御部２３が実行する各種制御処理につい
て説明する。
【００６８】
　制御部２３は、各種制御処理として、少なくともモータ制御処理および信号制御処理を
実行する。モータ制御処理は、バッテリパック１３からモータ２１への電力供給状態を制
御するための制御処理であり、信号制御処理は、管理装置３１との間で信号の送受信を行
うための制御処理である。また、制御部２３は、表示部２４での表示内容を制御するため
の表示制御処理や、電動作業機１１（作業機本体１２、バッテリパック１３）での故障検
知を行うための故障検知処理などを行う。
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【００６９】
　各種制御処理には、処理割り込みの優先順位がそれぞれ設定されている。また、各種制
御処理には、それぞれの実行頻度（実行周期）が設定されている。
　制御部２３は、複数の制御処理に対する実行要求が同時期に重複して発生した場合には
、優先順位の高い制御処理を優先して実行する。本実施形態では、モータ制御処理の優先
順位は、すべての制御処理の中で最上位に設定されており、信号制御処理の優先順位より
も高い順位に設定されている。このため、制御部２３は、信号制御処理の実行中にモータ
制御処理の実行要求が生じた場合には、信号制御処理を中断して、モータ制御処理を優先
的に実行する。あるいは、制御部２３は、モータ制御処理の実行中に信号制御処理の実行
要求が生じた場合、モータ制御処理を継続して実行し、モータ制御処理の終了後に信号制
御処理を実行する。
【００７０】
　なお、複数の制御処理の中には、優先順位が同クラスに設定されているものも存在して
いる。そのため、ある制御処理の実行中に、優先順位が同クラスである他の制御処理の実
行要求が生じた場合には、先に実行中の制御処理が継続して実行され、その処理が完了し
た後に他の制御処理が実行される。
【００７１】
　また、制御部２３は、信号制御処理を予め定められた時間間隔毎に繰り返し実行するよ
うに構成されている。信号制御処理の実行頻度（実行周期）は、モータ制御処理に処理遅
延が生じないように予め定められた頻度許容値に設定されている。
【００７２】
　なお、頻度許容値は、実際に、制御部２３において信号制御処理およびモータ制御処理
を実行して、適切な値を設定した。具体的には、実際に、信号制御処理の実行頻度（実行
周期）を任意に変化させつつ、制御部２３において信号制御処理およびモータ制御処理を
実行して、モータ制御処理に処理遅延が生じない実行頻度とモータ制御処理に処理遅延が
生じる実行頻度との境界値を判定し、その判定結果に基づいて頻度許容値を設定した。な
お、本実施形態では、判定により得られた境界値よりも低い値を頻度許容値として設定し
ているため、信号制御処理の実行に起因してモータ制御処理に処理遅延が生じることを抑
制できる。
【００７３】
　次に、電動作業機１１（作業機本体１２）の制御部２３が実行するモータ制御処理につ
いて説明する。図２は、モータ制御処理の処理内容を表すフローチャートである。
　作業機本体１２の制御部２３は、作業機本体１２にバッテリパック１３が装着されたこ
とを検出すると、モータ制御処理を開始する。具体的には、制御部２３に備えられるＣＰ
Ｕが、ＲＯＭまたはＲＡＭに記憶されているモータ制御処理のプログラムを読み込んで実
行する。
【００７４】
　モータ制御処理が開始されると、まず、Ｓ１１０（Ｓはステップを表す）では、信号制
御処理の実行時に外部から受信した各種データを読み込む処理を実行する。例えば、信号
制御処理の実行時に管理装置３１からモータ許可信号Ｓａを受信した場合には、モータ許
可信号Ｓａを読み込み、信号制御処理の実行時に管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂを
受信した場合には、モータ禁止信号Ｓｂを読み込む。モータ許可信号Ｓａは、電動作業機
１１でのモータ２１の駆動を許可する指令信号であり、モータ禁止信号Ｓｂは、電動作業
機１１でのモータ２１の駆動を禁止する指令信号である。
【００７５】
　次のＳ１２０では、管理装置３１からのモータ許可信号Ｓａを受信したか否かを判定し
ており、モータ許可信号Ｓａを受信した場合には肯定判定してＳ１３０に移行し、モータ
許可信号Ｓａを受信していない場合には否定判定してＳ１５０に移行する。
【００７６】
　Ｓ１２０で肯定判定してＳ１３０に移行すると、Ｓ１３０では、モータ禁止フラグＦａ
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をクリアする処理を実行する。モータ禁止フラグＦａは、制御部２３での処理に用いられ
る内部フラグであり、モータ２１の駆動が禁止されている場合にセット状態に設定され、
モータ２１の駆動が禁止されていない場合にクリア状態に設定される。
【００７７】
　Ｓ１３０での処理の次に実行されるＳ１４０では、モータ駆動禁止状態を使用者に通知
するための報知処理を停止する。この報知処理は、電動作業機１１（作業機本体１２）の
表示部２４にモータ駆動禁止状態であることを表示する処理である。
【００７８】
　Ｓ１２０で否定判定されてＳ１５０に移行すると、Ｓ１５０では、管理装置３１からの
モータ禁止信号Ｓｂを受信したか否かを判定しており、モータ禁止信号Ｓｂを受信した場
合には肯定判定してＳ１６０に移行し、モータ禁止信号Ｓｂを受信していない場合には否
定判定してＳ１７０に移行する。
【００７９】
　Ｓ１４０が終了するか、Ｓ１５０で否定判定されるか、Ｓ１６０が終了すると、Ｓ１７
０に移行し、Ｓ１７０では、トリガスイッチ１５がオン状態であるか否かを判定しており
、オン状態である場合には肯定判定してＳ１８０に移行し、オン状態ではない場合には否
定判定してＳ２７０に移行する。
【００８０】
　Ｓ１７０で否定判定されてＳ２７０に移行すると、Ｓ２７０では、モータ２１を停止す
る。また、Ｓ２７０では、再起動フラグＦｂをクリアする処理を実行する。再起動フラグ
Ｆｂは、制御部２３での処理に用いられる内部フラグであり、モータ禁止信号Ｓｂを受信
してモータ２１の駆動を停止した後、トリガスイッチ１５がオン状態からオフ状態に操作
されたか否かを判定するためのフラグである。再起動フラグＦｂがセット状態の場合（後
述するＳ２４０で肯定判定）には、「モータ許可信号Ｓａを受信し、かつ、トリガスイッ
チ１５がオン状態である」としても、モータ２１の駆動（運転）を禁止する。また、再起
動フラグＦｂがクリア状態の場合（後述するＳ２４０で否定判定）には、「モータ許可信
号Ｓａを受信し、かつ、トリガスイッチ１５がオン状態」になることで、モータ２１の駆
動（運転）を許可する。
【００８１】
　Ｓ１７０で肯定判定されてＳ１８０に移行すると、Ｓ１８０では、モータ２１が駆動中
であるか否かを判定し、駆動中である場合には肯定判定してＳ１９０に移行し、駆動中で
はない場合（停止中である場合）には否定判定してＳ２２０に移行する。なお、モータ２
１が駆動中であるか否かは、例えば、モータ２１への駆動用電流の通電中であるか否かに
よって判定できる。
【００８２】
　Ｓ１８０で肯定判定されてＳ１９０に移行すると、Ｓ１９０では、モータ禁止フラグＦ
ａがセット状態であるか否かを判定し、セット状態である場合には肯定判定してＳ２００
に移行し、クリア状態である場合には否定判定してＳ２１０に移行する。
【００８３】
　Ｓ１９０で肯定判定されてＳ２００に移行すると、Ｓ２００では、モータ２１の駆動を
停止する。具体的には、モータ２１への駆動用電流の通電を停止する。また、Ｓ２００で
は、再起動フラグＦｂをセット状態に設定するとともに、モータ駆動禁止状態を使用者に
通知するための報知処理（Ｓ１４０と同様の処理）を実行する。
【００８４】
　Ｓ１９０で否定判定されてＳ２１０に移行すると、Ｓ２１０では、モータ２１の駆動制
御を実行する。具体的には、モータ２１への駆動用電流の通電を実行する。このとき、ト
リガスイッチ１５の操作量に応じた目標回転数でモータ２１を回転させるべく、その目標
回転数に応じたデューティ比にてスイッチ（図示省略）をオン・オフしてモータ２１への
駆動用電流を通電・遮断することで、モータ２１を駆動する。
【００８５】
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　Ｓ１８０に戻り、Ｓ１８０で否定判定されてＳ２２０に移行すると、Ｓ２２０では、モ
ータ禁止フラグＦａがセット状態であるか否かを判定し、セット状態である場合には肯定
判定してＳ２３０に移行し、クリア状態である場合には否定判定してＳ２４０に移行する
。
【００８６】
　Ｓ２２０で肯定判定されてＳ２３０に移行すると、Ｓ２３０では、モータ２１の駆動を
停止する。具体的には、モータ２１への駆動用電流の通電を停止する。また、Ｓ２３０で
は、モータ駆動禁止状態を使用者に通知するための報知処理を実行する。
【００８７】
　Ｓ２２０で否定判定されてＳ２４０に移行すると、Ｓ２４０では、再起動フラグＦｂが
セット状態であるか否かを判定し、セット状態である場合には肯定判定してＳ２５０に移
行し、クリア状態である場合には否定判定してＳ２６０に移行する。
【００８８】
　Ｓ２４０で肯定判定されてＳ２５０に移行すると、Ｓ２５０では、モータ２１の駆動を
停止する。具体的には、モータ２１への駆動用電流の通電を停止する。
　Ｓ２４０で否定判定されてＳ２６０に移行すると、Ｓ２６０では、モータ２１の駆動制
御を実行する。具体的には、モータ２１への駆動用電流の通電を実行する。このとき、ト
リガスイッチ１５の操作量に応じた目標回転数でモータ２１を回転させるべく、その目標
回転数に応じたデューティ比にてスイッチ（図示省略）をオン・オフしてモータ２１への
駆動用電流を通電・遮断することで、モータ２１を駆動する。
【００８９】
　Ｓ２００，Ｓ２１０，Ｓ２３０，Ｓ２５０，Ｓ２６０，Ｓ２７０のうちいずれかの処理
が終了すると、再びＳ１１０に移行する。
　このような構成のモータ制御処理では、トリガスイッチ１５の操作によりモータ２１が
駆動状態である場合（Ｓ１８０で肯定判定）でも、管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂ
を受信して（Ｓ１５０で肯定判定）モータ禁止フラグＦａがセット状態である場合（Ｓ１
９０で肯定判定）には、モータ２１の駆動を停止する（Ｓ２００）。
【００９０】
　また、モータ禁止信号Ｓｂを受信してモータ禁止フラグＦａがセット状態に設定された
後、管理装置３１からモータ許可信号Ｓａを受信すると（Ｓ１２０で肯定判定）モータ禁
止フラグＦａをクリア状態に設定する（Ｓ１３０）。なお、このようにモータ禁止フラグ
Ｆａがクリア状態に設定されても（Ｓ２２０で肯定判定）、再起動フラグＦｂがセット状
態の場合（Ｓ２４０で肯定判定）には、モータ２１の停止状態を維持する。
【００９１】
　このあと、トリガスイッチ１５がオフ状態となるように操作されて（Ｓ１７０で否定判
定）、再起動フラグＦｂがクリア状態に設定されると（Ｓ２７０）、Ｓ２４０で否定判定
されて、モータ２１の駆動制御を実行する（Ｓ２６０）。
【００９２】
　［１－３．効果］
　以上説明したように、本実施形態の作業機管理システム１は、管理装置３１から電動作
業機１１に対して、モータ許可信号Ｓａおよびモータ禁止信号Ｓｂが送信されるように構
成されている。
【００９３】
　そして、電動作業機１１においては、モータ制御処理を実行する制御部２３がバッテリ
パック１３からモータ２１への電力供給状態を制御するとともに、信号制御処理を実行す
る制御部２３が管理装置３１との間で信号の送受信を行う。
【００９４】
　制御部２３は、上述したように、バッテリパック１３からモータ２１への電力供給実行
時（駆動用電流の通電時）に、信号制御処理の実行により管理装置３１からモータ禁止信
号Ｓｂが受信された場合（Ｓ１５０で肯定判定）には、モータ禁止フラグをセット状態に
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設定し（Ｓ１６０）、モータ２１への電力供給を停止する（Ｓ１９０で肯定判定されてＳ
２００に移行）。
【００９５】
　このような構成の電動作業機１１は、管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓｂを受信す
ることで、この電動作業機１１を使用する作業者の意図とは別の外的要因によって、電動
作業機１１の動作を停止することができる。
【００９６】
　例えば、管理者による緊急停止指令の入力操作によって、電動作業機１１が利用される
工程よりも上流側の工程での製品への不適切な処理を管理装置３１が検出した場合には、
電動作業機１１に対してモータ禁止信号Ｓｂを送信することで、電動作業機１１の動作を
停止することができる。これにより、不適切な処理が施された製品の製造が継続されるの
を抑制できるため、製品の製造時における不良品の発生頻度を低減できるとともに、製造
ラインで無駄な時間が費やされることを抑制できる。
【００９７】
　よって、電動作業機１１によれば、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生
した場合においても、電動作業機１１に対してモータ禁止信号Ｓｂ（停止指令信号）を送
信することで、電動作業機１１の動作（モータ２１の駆動）を停止することができる。
【００９８】
　次に、電動作業機１１は、制御部２３がモータ制御処理および信号制御処理を実行する
ように構成されている。
　つまり、１つの演算処理装置としての制御部２３は、モータ制御処理を実行することで
バッテリパック１３からモータ２１への電力供給状態を制御する機能を発揮するとともに
、信号制御処理を実行することで管理装置３１との間で信号の送受信を行う機能を発揮す
るように構成されている。
【００９９】
　このように、１つの演算処理装置としての制御部２３が複数の機能を発揮することで、
各機能ごとに演算処理装置を備える場合に比べて、電動作業機１１における演算処理装置
の設置スペースの大型化を抑制でき、電動作業機１１の小型化を図ることができる。
【０１００】
　次に、電動作業機１１においては、制御部２３での処理割り込みの優先順位に関して、
モータ制御処理の優先順位が信号制御処理の優先順位よりも高い順位に設定されている。
　このため、制御部２３は、信号制御処理の実行中にモータ制御処理の実行要求が生じた
場合には、信号制御処理を中断して、モータ制御処理を優先的に実行する。あるいは、制
御部２３は、モータ制御処理の実行中に信号制御処理の実行要求が生じた場合、モータ制
御処理を継続して実行し、モータ制御処理の終了後に信号制御処理を実行する。
【０１０１】
　これにより、電動作業機１１においては、モータ制御処理の実行中に信号制御処理の割
り込みが生じても、モータ制御処理が優先的に実行されるため、モータ制御処理での処理
遅延を抑制でき、モータ２１の制御が不調となるのを抑制できる。
【０１０２】
　次に、電動作業機１１においては、制御部２３での信号制御処理の実行頻度は、モータ
制御処理に処理遅延が生じないように予め定められた頻度許容値に設定されている。これ
により、信号制御処理の実行に起因したモータ制御処理の処理遅延を抑制できるため、モ
ータ２１の制御が不調となるのを抑制できる。
【０１０３】
　次に、電動作業機１１においては、制御部２３は、モータ禁止信号Ｓｂを受信してモー
タ２１への電力供給を停止すると、その後、管理装置３１からのモータ許可信号Ｓａを受
信するまでは、モータ２１への電力供給停止状態を維持するように構成されている。
【０１０４】
　つまり、モータ２１への電力供給を停止した後、電動作業機１１の使用者の意図に基づ
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いてモータ２１への電力供給を許可するのではなく、管理装置３１の操作者（管理者）の
意図に基づいてモータ２１への電力供給を許可するように構成されている。
【０１０５】
　これにより、電動作業機１１の使用者の意図によりモータ２１への電力供給が再開され
ることがなくなり、管理装置３１を操作する管理者の意図に基づいて電動作業機１１の停
止状態を継続できる。
【０１０６】
　次に、電動作業機１１においては、モータ２１は、ＤＣブラシレスモータで構成されて
いる。
　ＤＣブラシレスモータは、モータ制御処理において通電電流の切替制御を行う際に処理
の遅延が生じると、適切に駆動できなくなる場合がある。このようなＤＣブラシレスモー
タを備える電動作業機１１においては、制御部２３での処理割り込みの優先順位に関して
、モータ制御処理が信号制御処理よりも高い優先順位に設定されていることで、モータ制
御処理に処理遅延が生じることを抑制でき、モータ２１の制御が不調となるのを抑制でき
る。
【０１０７】
　次に、電動作業機１１においては、信号制御処理を実行する制御部２３は、無線通信部
２５を介した無線通信により、管理装置３１からのモータ許可信号Ｓａおよびモータ禁止
信号Ｓｂを受信するように構成されている。
【０１０８】
　このように、電動作業機１１が無線通信により管理装置３１からの信号を受信する構成
を採ることで、電動作業機１１と管理装置３１との間に有線通信用のケーブルを接続する
必要が無くなり、電動作業機１１の使用時におけるケーブルの取り回し作業が不要となる
ため、電動作業機１１の作業性が向上する。
【０１０９】
　次に、作業機管理システム１は、電動作業機１１と、管理装置３１と、を備えており、
電動作業機１１は、上述のように管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓｂを受信すること
でモータ２１の駆動を停止できるよう構成され、管理装置３１は、緊急停止条件が成立し
た場合に電動作業機１１に対してモータ禁止信号Ｓｂを送信するように構成されている。
【０１１０】
　このような作業機管理システム１は、電動作業機１１自身の状態とは無関係な外的要因
が発生した場合においても、管理装置３１が電動作業機１１に対してモータ禁止信号Ｓｂ
を送信することで、電動作業機１１の動作（モータ２１の駆動）を停止することができる
。
【０１１１】
　［１－４．文言の対応関係］
　ここで、文言の対応関係について説明する。
　作業機管理システム１が作業機管理システムの一例に相当し、電動作業機１１（インパ
クトドライバ１１）が電動作業機の一例に相当し、管理装置３１が管理装置の一例に相当
する。
【０１１２】
　モータ２１がモータの一例に相当し、バッテリパック１３が電力供給部の一例に相当し
、モータ制御処理を実行する制御部２３が制御部の一例に相当し、信号制御処理を実行す
る制御部２３が信号処理部の一例に相当し、制御部２３が演算処理装置の一例に相当する
。モータ許可信号Ｓａが許可指令信号の一例に相当し、モータ禁止信号Ｓｂが停止指令信
号の一例に相当する。
【０１１３】
　［２．第２実施形態］
　［２－１．全体構成］
　第２実施形態として、電動作業機と管理装置との間での信号の送受信を有線通信により
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実行する第２作業機管理システム１０１について説明する。
【０１１４】
　図３は、第２作業機管理システム１０１の概略構成を表した説明図である。
　第２作業機管理システム１０１は、第２電動作業機１１１と、管理装置３１と、を備え
て構成される。
【０１１５】
　管理装置３１は、第１実施形態における管理装置３１と比べて、通信方式（無線通信、
有線通信）が異なるものの基本的には同様の構成であるため、詳細な説明を省略する。な
お、第２実施形態の管理装置３１は、無線通信部３３を介した無線通信ではなく、ＵＳＢ
ケーブル３５を介して第２電動作業機１１１と接続されている。
【０１１６】
　第２電動作業機１１１は、第１実施形態の電動作業機１１と比べて、制御部２３に代え
てモータ制御部１２３および通信制御部１２６を備える点、無線通信部２５に代えてＵＳ
Ｂ接続端子１３０を備える点において、少なくとも相違点が存在する。そこで、第２電動
作業機１１１に関しては、電動作業機１１との相違点を中心に説明する。なお、第２電動
作業機１１１のうち電動作業機１１と同様の構成については、同一符号を付して説明する
。
【０１１７】
　第２電動作業機１１１は、インパクトドライバ１１であり、作業機本体１２と、バッテ
リパック１３と、を備えている。
　作業機本体１２は、モータ２１と、モータ制御部１２３と、表示部２４と、通信制御部
１２６と、ＵＳＢ接続端子１３０と、を備えている。
【０１１８】
　作業機本体１２の内部には、バッテリパック１３からの電力供給を受けて動作するモー
タ制御部１２３および通信制御部１２６が収納されている。モータ制御部１２３は、トリ
ガスイッチ１５の操作量に応じてモータ２１を回転させるモータ制御処理などの各種制御
処理を実行する。通信制御部１２６は、管理装置３１との間で信号の送受信を行うための
信号制御処理を実行する。
【０１１９】
　モータ制御部１２３および通信制御部１２６は、それぞれ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
Ｉ／Ｏなどを備えた演算処理装置（マイクロコンピュータ（マイコン））を備えて構成さ
れている。
【０１２０】
　モータ制御部１２３は、第１実施形態の制御部２３と同様に、トリガスイッチ１５がオ
ンされたことを検出すると、トリガスイッチ１５の操作量に応じた目標回転数でモータ２
１を回転させるべく、その目標回転数に応じたデューティ比にてスイッチ（図示省略）を
オン・オフしてモータ２１への駆動用電流を通電・遮断することで、モータ２１を駆動す
る。
【０１２１】
　なお、モータ制御部１２３は、トリガスイッチ１５が少しでも引き操作されたらすぐに
モータ２１の駆動を開始するのではなく、引き始めから所定量（わずかな量ではあるが）
引き操作されるまではモータ２１の駆動を開始しない。そして、トリガスイッチ１５の引
き操作が所定量を超えると、モータ制御部１２３は、モータ２１の駆動を開始し、その後
、引き量に応じて（例えば引き量に比例して）モータ２１の回転数（回転速度）が変動す
るように制御する。そして、所定の位置まで引かれたところで（例えば完全に引き切った
ところで）、モータ制御部１２３は、モータ２１の回転数が予め設定された回転数上限値
となるように制御する。
【０１２２】
　通信制御部１２６は、管理装置３１との間で有線通信（ＵＳＢ接続による通信）を行う
ために備えられている。通信制御部１２６は、予め設定された制御プログラムに従い、所
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定の通信プロトコルに基づく通信処理を実行することで、有線通信により管理装置３１と
の間で各種情報の送受信を行う。通信制御部１２６は、ＵＳＢ接続端子１３０に接続され
ており、ＵＳＢ接続端子１３０は、ＵＳＢケーブル３５を介して管理装置３１と接続され
ている。
【０１２３】
　また、モータ制御部１２３および通信制御部１２６は、指令信号経路１２８および情報
通信経路１２９により接続されるとともに、これらの経路を介して各種情報の送受信を行
う。なお、指令信号経路１２８は、通信制御部１２６からモータ制御部１２３に対してモ
ータ禁止信号Ｓｂの受信状態のみを送信するための専用経路である。情報通信経路１２９
は、モータ制御部１２３と通信制御部１２６との間で双方向の情報送受信を行うための経
路である。また、情報通信経路１２９は、複数種類の情報を送受信することができる経路
（多重情報通信経路）である。モータ制御部１２３および通信制御部１２６は、予め設定
された制御プログラムに従い、所定の通信プロトコルに基づく通信処理を実行することで
、情報通信経路１２９を介した各種情報の送受信を実行できる。
【０１２４】
　管理装置３１は、上述のとおり、ＵＳＢケーブル３５を介して第２電動作業機１１１（
詳細には、ＵＳＢ接続端子１３０）と接続されている。管理装置３１は、有線通信により
第２電動作業機１１１との間で各種情報の送受信を行う。
【０１２５】
　［２－２．電動作業機での制御処理］
　次に、第２電動作業機１１１（作業機本体１２）のモータ制御部１２３が実行する各種
制御処理について説明する。
【０１２６】
　モータ制御部１２３は、第１実施形態の制御部２３と同様に、各種制御処理として、少
なくともモータ制御処理を実行する。また、モータ制御部１２３は、表示部２４での表示
内容を制御するための表示制御処理や、第２電動作業機１１１（作業機本体１２、バッテ
リパック１３）での故障検知を行うための故障検知処理などを行う。各種制御処理には、
処理割り込みの優先順位がそれぞれ設定されている。
【０１２７】
　モータ制御部１２３は、複数の制御処理に対する実行要求が同時期に重複して発生した
場合には、優先順位の高い制御処理を優先して実行する。本実施形態では、モータ制御処
理の優先順位は、すべての制御処理の中で最上位に設定されている。
【０１２８】
　第２電動作業機１１１（作業機本体１２）のモータ制御部１２３が実行するモータ制御
処理は、第１実施形態でのモータ制御処理と比べて、基本的に同様の処理内容である。
　なお、Ｓ１１０での処理内容は、外部から受信した各種データを読み込む処理を実行す
る、という点では、第２実施形態および第１実施形態は同様の処理である。つまり、第２
実施形態においても、第１実施形態と同様に、例えば、通信制御部１２６での信号制御処
理の実行時に管理装置３１からモータ許可信号Ｓａを受信した場合には、モータ許可信号
Ｓａを読み込み、通信制御部１２６での信号制御処理の実行時に管理装置３１からモータ
禁止信号Ｓｂを受信した場合には、モータ禁止信号Ｓｂを読み込む。
【０１２９】
　ただし、第１実施形態のＳ１１０では、制御部２３での信号制御処理の実行時に外部か
ら受信した各種データを読み込むのに対して、第２実施形態のＳ１１０では、通信制御部
１２６での信号制御処理によって外部から受信した各種データを読み込む、という点でわ
ずかに相違している。
【０１３０】
　そして、第２実施形態においても、第１実施形態と同様に、モータ制御処理では、トリ
ガスイッチ１５の操作によりモータ２１が駆動状態である場合（Ｓ１８０で肯定判定）で
も、管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂを受信して（Ｓ１５０で肯定判定）モータ禁止
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フラグＦａがセット状態である場合（Ｓ１９０で肯定判定）には、モータ２１の駆動を停
止する（Ｓ２００）。
【０１３１】
　また、モータ禁止信号Ｓｂを受信してモータ禁止フラグＦａがセット状態に設定された
後、管理装置３１からモータ許可信号Ｓａを受信すると（Ｓ１２０で肯定判定）モータ禁
止フラグＦａをクリア状態に設定する（Ｓ１３０）。なお、このようにモータ禁止フラグ
Ｆａがクリア状態に設定されても（Ｓ２２０で肯定判定）、再起動フラグＦｂがセット状
態の場合（Ｓ２４０で肯定判定）には、モータ２１の停止状態を維持する。
【０１３２】
　このあと、トリガスイッチ１５がオフ状態となるように操作されて（Ｓ１７０で否定判
定）、再起動フラグＦｂがクリア状態に設定されると（Ｓ２７０）、Ｓ２４０で否定判定
されて、モータ２１の駆動制御を実行する（Ｓ２６０）。
【０１３３】
　［２－３．効果］
　以上説明したように、第２実施形態の第２作業機管理システム１０１は、第１実施形態
の作業機管理システム１と同様に、管理装置３１から第２電動作業機１１１に対して、モ
ータ許可信号Ｓａおよびモータ禁止信号Ｓｂが送信されるように構成されている。
【０１３４】
　そして、第２電動作業機１１１においては、モータ制御処理を実行するモータ制御部１
２３がバッテリパック１３からモータ２１への電力供給状態を制御し、信号制御処理を実
行する通信制御部１２６が管理装置３１との間で信号の送受信を行う。
【０１３５】
　モータ制御部１２３は、上述したように、バッテリパック１３からモータ２１への電力
供給実行時（駆動用電流の通電時）に、通信制御部１２６での信号制御処理の実行により
管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂが受信された場合（Ｓ１５０で肯定判定）には、モ
ータ禁止フラグをセット状態に設定し（Ｓ１６０）、モータ２１への電力供給を停止する
（Ｓ１９０で肯定判定されてＳ２００に移行）。
【０１３６】
　このような構成の第２電動作業機１１１は、管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓｂを
受信することで、この第２電動作業機１１１を使用する作業者の意図とは別の外的要因に
よって、第２電動作業機１１１の動作を停止することができる。
【０１３７】
　よって、第２電動作業機１１１によれば、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因
が発生した場合においても、第２電動作業機１１１に対してモータ禁止信号Ｓｂ（停止指
令信号）を送信することで、第２電動作業機１１１の動作（モータ２１の駆動）を停止す
ることができる。
【０１３８】
　次に、第２電動作業機１１１は、モータ制御部１２３がモータ制御処理を実行し、通信
制御部１２６が信号制御処理を実行するように構成されている。
　つまり、第２電動作業機１１１においては、モータ制御処理を実行する演算処理装置と
、信号制御処理を実行する演算処理装置とが、それぞれ異なる演算処理装置で構成されて
いる。このような構成であれば、同一の演算処理装置の内部において異なる処理同士が互
いに影響しあって処理遅延が生じてしまうことを抑制でき、モータ制御処理および信号制
御処理をそれぞれ適切に実行できる。
【０１３９】
　次に、第２電動作業機１１１においては、通信制御部１２６は、モータ制御部１２３に
対して、モータ禁止信号Ｓｂの受信状態のみを通知するための専用通信経路である指令信
号経路１２８を介してモータ禁止信号Ｓｂの受信状態を通知するように構成されている。
【０１４０】
　ここで、情報通信経路１２９は、複数の情報を１つの通信経路で送受信する多重情報通
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信経路である。もし、情報通信経路１２９を介してモータ禁止信号Ｓｂの受信状態を通知
する構成とした場合、他の情報の送受信時における待ち時間が生じた場合など、モータ禁
止信号Ｓｂの受信状態を通知するために要する時間が長くなる場合がある。
【０１４１】
　これに対して、指令信号経路１２８を介してモータ禁止信号Ｓｂの受信状態を通知する
ことで、待ち時間を回避することができ、情報通信経路１２９を用いる場合に比べて情報
送受信に要する時間を短縮できる。これにより、通信制御部１２６が管理装置３１からモ
ータ禁止信号Ｓｂを受信した後、通信制御部１２６からモータ制御部１２３に対してモー
タ禁止信号Ｓｂの受信状態を迅速に送信でき、モータ制御部１２３は速やかにモータ２１
への電力供給を停止できる。
【０１４２】
　次に、第２電動作業機１１１においては、通信制御部１２６は、モータ制御部１２３に
対して、指令信号経路１２８とは別に、多重情報通信経路としての情報通信経路１２９を
介して接続されている。
【０１４３】
　これにより、通信制御部１２６およびモータ制御部１２３は、情報通信経路１２９を介
して複数の情報を送受信することで、モータ禁止信号Ｓｂの受信状態以外の情報（例えば
、モータ許可信号Ｓａの受信状態など）についても互いに送受信することが可能となる。
【０１４４】
　つまり、第２電動作業機１１１においては、通信制御部１２６が指令信号経路１２８を
介してモータ禁止信号Ｓｂの受信状態を送信することでモータ制御部１２３が速やかにモ
ータ２１への電力供給を停止できるとともに、情報通信経路１２９を介して複数の情報を
送受信することで、通信制御部１２６およびモータ制御部１２３は、モータ禁止信号Ｓｂ
の受信状態以外の情報についても互いに送受信できる。
【０１４５】
　次に、第２電動作業機１１１においては、通信制御部１２６は、ＵＳＢケーブル３５を
用いた有線通信により、管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓｂを受信する構成である。
　このような構成を採ることで、無線通信により信号を送受信する場合に比べて妨害電波
などの影響による通信エラーの発生を低減でき、モータ禁止信号Ｓｂの通信精度を向上で
きる。
【０１４６】
　［２－４．文言の対応関係］
　ここで、文言の対応関係について説明する。
　第２作業機管理システム１０１が作業機管理システムの一例に相当し、第２電動作業機
１１１が電動作業機の一例に相当し、管理装置３１が管理装置の一例に相当する。
【０１４７】
　モータ２１がモータの一例に相当し、バッテリパック１３が電力供給部の一例に相当し
、モータ制御処理を実行するモータ制御部１２３が制御部の一例に相当し、信号制御処理
を実行する通信制御部１２６が信号処理部の一例に相当し、モータ制御部１２３および通
信制御部１２６のそれぞれが演算処理装置の一例に相当する。
【０１４８】
　指令信号経路１２８が専用通信経路の一例に相当し、情報通信経路１２９が多重情報通
信経路の一例に相当する。
　［３．第３実施形態］
　［３－１．全体構成］
　第３実施形態として、複数の電動作業機を備えるとともに、各電動作業機と管理装置と
の間での信号の送受信を無線通信により実行するよう構成された第３作業機管理システム
２０１について説明する。
【０１４９】
　図４は、第３作業機管理システム２０１の概略構成を表した説明図である。
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　第３作業機管理システム２０１は、複数の第３電動作業機２１１と、管理装置３１と、
を備えて構成される。なお、図４では、３個の第３電動作業機２１１のうち２個の第３電
動作業機２１１を縮小して表している。
【０１５０】
　管理装置３１は、第１実施形態における管理装置３１と同様の構成であるため説明を省
略する。
　第３電動作業機２１１は、第２実施形態の第２電動作業機１１１と比べて、通信制御部
１２６に代えて第２通信制御部２２６を備える点、ＵＳＢ接続端子１３０に加えて無線通
信部２５を備える点において、少なくとも相違点が存在する。そこで、第３電動作業機２
１１に関しては、第２電動作業機１１１との相違点を中心に説明する。なお、第３電動作
業機２１１のうち、電動作業機１１または第２電動作業機１１１と同様の構成については
、同一符号を付して説明する。
【０１５１】
　第３電動作業機２１１は、インパクトドライバ１１であり、作業機本体１２と、バッテ
リパック１３と、を備えている。
　作業機本体１２は、モータ２１と、モータ制御部１２３と、表示部２４と、第２通信制
御部２２６と、ＵＳＢ接続端子１３０と、無線通信部２５と、を備えている。
【０１５２】
　作業機本体１２の内部には、バッテリパック１３からの電力供給を受けて動作するモー
タ制御部１２３および第２通信制御部２２６が収納されている。モータ制御部１２３は、
トリガスイッチ１５の操作量に応じてモータ２１を回転させるモータ制御処理などの各種
制御処理を実行する。第２通信制御部２２６は、管理装置３１との間で信号の送受信を行
うための信号制御処理を実行する。
【０１５３】
　モータ制御部１２３および第２通信制御部２２６は、それぞれ、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、Ｉ／Ｏなどを備えた演算処理装置（マイクロコンピュータ（マイコン））を備えて構
成されている。
【０１５４】
　無線通信部２５は、第１実施形態と同様に、管理装置３１との間で無線通信を行うため
に備えられている。無線通信部２５は、信号経路２２７を介して第２通信制御部２２６と
接続されており、第２通信制御部２２６からの指令に応じて、管理装置３１（詳細には、
無線通信部３３）に対する無線信号の送信や、管理装置３１からの無線信号の受信を行う
。
【０１５５】
　第２通信制御部２２６は、予め設定された制御プログラムに従い、所定の通信プロトコ
ルに基づく通信処理を実行することで、無線通信部２５を介して管理装置３１との間で各
種情報の送受信を行う。なお、第２通信制御部２２６は、ＵＳＢ接続端子１３０にも接続
されており、ＵＳＢ接続端子１３０およびＵＳＢケーブルを介して管理装置３１と接続す
ることも可能である。
【０１５６】
　また、モータ制御部１２３および第２通信制御部２２６は、指令信号経路１２８および
情報通信経路１２９により接続されるとともに、これらの経路を介して各種情報の送受信
を行う。なお、指令信号経路１２８は、第２通信制御部２２６からモータ制御部１２３に
対してモータ禁止信号Ｓｂの受信状態のみを送信するための専用経路である。情報通信経
路１２９は、モータ制御部１２３と第２通信制御部２２６との間で双方向の情報送受信を
行うための経路である。また、情報通信経路１２９は、複数種類の情報を送受信すること
ができる経路（多重情報通信経路）である。モータ制御部１２３および第２通信制御部２
２６は、予め設定された制御プログラムに従い、所定の通信プロトコルに基づく通信処理
を実行することで、情報通信経路１２９を介した各種情報の送受信を実行できる。
【０１５７】
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　管理装置３１は、第１実施形態と同様に、第３電動作業機２１１との間で無線通信を行
うための無線通信部３３と接続されている。
　管理装置３１は、予め定められた緊急停止条件が成立した場合に、複数の第３電動作業
機２１１のそれぞれに対してモータ禁止信号Ｓｂを送信するように構成されている。また
、管理装置３１は、緊急停止条件が成立していない場合に、複数の第３電動作業機２１１
のそれぞれに対してモータ許可信号Ｓａを送信するように構成されている。本実施形態の
管理装置３１は、操作部３１ａを介して管理者から緊急停止指令が入力された場合に、緊
急停止条件が成立したと判定し、操作部３１ａを介して管理者から通常動作指令が入力さ
れた場合に、緊急停止条件が成立していないと判定する。
【０１５８】
　［３－２．電動作業機での制御処理］
　第３電動作業機２１１（作業機本体１２）のモータ制御部１２３が実行する各種制御処
理としては、第２実施形態のモータ制御部１２３と同様に、少なくともモータ制御処理が
含まれている。
【０１５９】
　第３電動作業機２１１（作業機本体１２）のモータ制御部１２３が実行するモータ制御
処理は、第２実施形態でのモータ制御処理と比べて、基本的に同様の処理内容である。
　なお、Ｓ１１０での処理内容は、外部から受信した各種データを読み込む処理を実行す
る、という点では、第３実施形態は、第２実施形態および第１実施形態と同様の処理であ
る。つまり、第３実施形態においても、第２実施形態および第１実施形態と同様に、例え
ば、第２通信制御部２２６での信号制御処理の実行時に管理装置３１からモータ許可信号
Ｓａを受信した場合には、モータ許可信号Ｓａを読み込み、第２通信制御部２２６での信
号制御処理の実行時に管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂを受信した場合には、モータ
禁止信号Ｓｂを読み込む。
【０１６０】
　ただし、第２実施形態のＳ１１０では、通信制御部１２６での信号制御処理の実行時に
外部から受信した各種データを読み込むのに対して、第３実施形態のＳ１１０では、第２
通信制御部２２６での信号制御処理によって外部から受信した各種データを読み込む、と
いう点でわずかに相違している。
【０１６１】
　そして、第３実施形態においても、第２実施形態と同様に、モータ制御処理では、トリ
ガスイッチ１５の操作によりモータ２１が駆動状態である場合（Ｓ１８０で肯定判定）で
も、管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂを受信して（Ｓ１５０で肯定判定）モータ禁止
フラグＦａがセット状態である場合（Ｓ１９０で肯定判定）には、モータ２１の駆動を停
止する（Ｓ２００）。
【０１６２】
　また、モータ禁止信号Ｓｂを受信してモータ禁止フラグＦａがセット状態に設定された
後、管理装置３１からモータ許可信号Ｓａを受信すると（Ｓ１２０で肯定判定）モータ禁
止フラグＦａをクリア状態に設定する（Ｓ１３０）。なお、このようにモータ禁止フラグ
Ｆａがクリア状態に設定されても（Ｓ２２０で肯定判定）、再起動フラグＦｂがセット状
態の場合（Ｓ２４０で肯定判定）には、モータ２１の停止状態を維持する。
【０１６３】
　このあと、トリガスイッチ１５がオフ状態となるように操作されて（Ｓ１７０で否定判
定）、再起動フラグＦｂがクリア状態に設定されると（Ｓ２７０）、Ｓ２４０で否定判定
されて、モータ２１の駆動制御を実行する（Ｓ２６０）。
【０１６４】
　［３－３．効果］
　以上説明したように、第３実施形態の第３作業機管理システム２０１は、第１実施形態
の作業機管理システム１および第２実施形態の第２作業機管理システム１０１と同様に、
管理装置３１から第３電動作業機２１１に対して、モータ許可信号Ｓａおよびモータ禁止
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信号Ｓｂが送信されるように構成されている。
【０１６５】
　そして、第３電動作業機２１１においては、モータ制御処理を実行するモータ制御部１
２３がバッテリパック１３からモータ２１への電力供給状態を制御し、信号制御処理を実
行する第２通信制御部２２６が管理装置３１との間で信号の送受信を行う。
【０１６６】
　モータ制御部１２３は、上述したように、バッテリパック１３からモータ２１への電力
供給実行時（駆動用電流の通電時）に、第２通信制御部２２６での信号制御処理の実行に
より管理装置３１からモータ禁止信号Ｓｂが受信された場合（Ｓ１５０で肯定判定）には
、モータ禁止フラグをセット状態に設定し（Ｓ１６０）、モータ２１への電力供給を停止
する（Ｓ１９０で肯定判定されてＳ２００に移行）。
【０１６７】
　このような構成の第３電動作業機２１１は、管理装置３１からのモータ禁止信号Ｓｂを
受信することで、この第３電動作業機２１１を使用する作業者の意図とは別の外的要因に
よって、第３電動作業機２１１の動作を停止することができる。
【０１６８】
　よって、第３電動作業機２１１によれば、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因
が発生した場合においても、第３電動作業機２１１に対してモータ禁止信号Ｓｂ（停止指
令信号）を送信することで、第３電動作業機２１１の動作（モータ２１の駆動）を停止す
ることができる。
【０１６９】
　次に、第３作業機管理システム２０１においては、第３電動作業機２１１が複数備えら
れており、管理装置３１は、複数の第３電動作業機２１１に対してモータ許可信号Ｓａお
よびモータ禁止信号Ｓｂを送信するように構成されている。
【０１７０】
　このような構成の第３作業機管理システム２０１は、複数の第３電動作業機２１１を使
用する用途において、電動作業機自身の状態とは無関係な外的要因が発生した場合におい
ても、管理装置３１が複数の第３電動作業機２１１に対してモータ禁止信号Ｓｂを送信す
ることで、複数の第３電動作業機２１１の動作（それぞれのモータ２１の駆動）を一斉に
停止することができる。これにより、各電動作業機の使用者に対する通知を行うことなく
、複数の第３電動作業機２１１を強制的に停止することが可能となり、複数の第３電動作
業機２１１におけるそれぞれの動作状態の管理が容易となる。
【０１７１】
　次に、第３電動作業機２１１は、管理装置３１との通信方法として、無線通信のみなら
ず、有線通信（ＵＳＢ接続による通信）を採用することができる。このため、第３作業機
管理システム２０１の用途や設置環境に応じて、第３電動作業機２１１と管理装置３１と
の通信方法を、無線通信および有線通信のうち適切な方法を選択することが可能となる。
【０１７２】
　［３－４．文言の対応関係］
　ここで、文言の対応関係について説明する。
　第３作業機管理システム２０１が作業機管理システムの一例に相当し、第３電動作業機
２１１が電動作業機の一例に相当し、管理装置３１が管理装置の一例に相当する。
【０１７３】
　モータ２１がモータの一例に相当し、バッテリパック１３が電力供給部の一例に相当し
、モータ制御処理を実行するモータ制御部１２３が制御部の一例に相当し、信号制御処理
を実行する第２通信制御部２２６が信号処理部の一例に相当し、モータ制御部１２３およ
び第２通信制御部２２６のそれぞれが演算処理装置の一例に相当する。
【０１７４】
　指令信号経路１２８が専用通信経路の一例に相当し、情報通信経路１２９が多重情報通
信経路の一例に相当する。
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　［４．他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可能
である。
【０１７５】
　例えば、上記の第１実施形態では、管理者から緊急停止指令が入力された場合に管理装
置３１が電動作業機１１に対してモータ禁止信号Ｓｂを送信する構成について説明したが
、管理装置がモータ禁止信号Ｓｂを送信するか否かの判定条件（緊急停止条件）は、この
ような内容に限られることはない。例えば、緊急停止条件は、管理者からの指令内容に基
づいて定められる条件に限られることはなく、作業機管理システムを構成する装置のうち
いずれかの装置から管理装置に対して故障情報が送信された場合に緊急停止条件が成立し
たと判定してもよい。
【０１７６】
　また、製造ラインにおいて電動作業機が利用される工程よりも上流側の工程での製品へ
の不適切な処理が実行された場合に限られることはなく、例えば、電動作業機でのモータ
駆動を継続することで何らかの問題が生じると管理者が判断した場合にも、管理者が緊急
停止指令を入力することで、強制的に電動作業機を停止でき、問題の発生を抑制できる。
【０１７７】
　さらに、就労時間帯と休憩時間帯とが区別されている労働環境下で電動作業機が使用さ
れる場合には、管理装置が現在時刻に基づいて就労時間帯であるか休憩時間帯であるかを
判定するように構成してもよい。このような管理装置は、就労時間帯には、電動作業機へ
のモータ許可信号Ｓａの送信を実行し、電動作業機へのモータ禁止信号Ｓｂの送信を停止
することで、就労時間帯における電動作業機を用いた作業の実施が可能となる。また、こ
のような管理装置は、休憩時間帯には、電動作業機へのモータ許可信号Ｓａの送信を停止
し、電動作業機へのモータ禁止信号Ｓｂの送信を実行することで、休憩時間帯における電
動作業機を用いた作業の実施を抑制できる。
【０１７８】
　次に、上記実施形態では、電動作業機に備えられるモータがＤＣブラシレスモータであ
る構成について説明したが、このような構成に限られることはない。例えば、モータとし
て、ＤＣブラシ有りモータを用いた構成を採用してもよい。
【０１７９】
　次に、上記実施形態では、電動作業機がインパクトドライバである構成について説明し
たが、このような構成に限られることはない。例えば、電動作業機は、インパクトタイプ
ではない電動ドライバでもよいし、ハンマー、グラインダー、丸鋸、草刈り機などであっ
てもよい。また、電動作業機は、手持ち型の電動作業機（ハンドツール）に限られること
はなく、据え置き型の電動作業機であってもよい。
【０１８０】
　また、本発明の作業機管理システムの適用対象は、製品製造工場の製造ラインに限られ
ることはなく、例えば、大規模建築物の建築現場などであってもよい。
　さらに、電動作業機は、バッテリパックから電力供給される構成に限られることはなく
、ＡＣコードを介して電力供給される構成であってもよい。
【符号の説明】
【０１８１】
　１…作業機管理システム、１１…電動作業機（インパクトドライバ）、１２…作業機本
体、１３…バッテリパック、１５…トリガスイッチ（起動スイッチ）、２１…モータ、２
３…制御部、２５…無線通信部、３１…管理装置、３３…無線通信部、３５…ＵＳＢケー
ブル、１０１…第２作業機管理システム、１１１…第２電動作業機、１２３…モータ制御
部、１２６…通信制御部、１２８…指令信号経路、１２９…情報通信経路、１３０…ＵＳ
Ｂ接続端子、２０１…第３作業機管理システム、２１１…第３電動作業機、２２６…第２
通信制御部。
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